（公印省略）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大柔連第７号
令和７年５月５日

各　所　属　長　　殿
各　支　部　長　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大 分 県 柔 道 連 盟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  会 長  穴 井 　隆 信

令和７年度第３回大分県ジュニア柔道体重別選手権大会
兼九州ジュニア柔道体重別選手権大会予選会の開催について

新緑の候、各位におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
さて、標記の大分県ジュニア柔道体重別選手権大会兼九州ジュニア柔道体重別選手権大会予選会を下記の要領により開催することになりました。
　つきましては、公私ともにご多用中のところ誠に恐縮に存じますが関係者並びに選手の出場について宜しくお願い申し上げます。

記

１ 期　日    令和７年６月８日（日）

２ 日　程　  ６月7日（土）
仮計量      　１５：３０～１６：３０
公式計量　　　１６：３０～１７：３０
６月８日（日）
　　　　　　　　　 審判監督会議　  ９：２０～　９：４５
　　　　　 　　　　開会式　 　   　９：５０～
　　　　　 　　　　試合開始　　  １０：００～
　　　　　 　　　　閉会式　 　　　（競技終了後）

３　場　所     サイクルショップコダマ大洲アリーナ 柔道場
〒870-0908 大分市青葉町1-1大洲総合運動公園内

４ 主　催     大分県柔道連盟

５ 参加選手 　次の体重区分による男女７階級、計 14 階級
 　         　　 男子：①60kg ②66kg ③73kg ④81kg ⑤90kg ⑥100kg ⑦＋100kg
           　　　女子：①48kg ②52kg ③57kg ④63kg ⑤70kg ⑥78kg ⑦＋78kg

６　出場資格（１）選手は日本国籍を有する者とする。
（２）選手は平成17年（2005年）1月1日以降、平成22年（2010年）12月31日以前の出生者。（令和7年（2025年）中に１５歳から２０歳になる者）
ただし、中学生においては、中学校長並びに保護者の承諾を得た者。 
（３）選手は、大分県に居住、在勤、在学の条件のうち、いずれかを満たし、県柔道連盟を通して（公財）全日本柔道連盟に競技者登録をしている者とする。
（４）各所属各階級３名までとする。

７　試合方法（１）国際柔道連盟試合審判規定で行う。
（２）試合時間は４分間とし、勝敗の判定基準は「有効」以上とし、優劣がつかない場合は、時間無制限の延長戦（ゴールデンスコア方式）を行う。
（３）準決勝敗退者により3、4位の順位決定を行う。

　　　　　　　８　服装　　（１）全日本柔道連盟柔道衣規格に適合した柔道衣（上衣、下穿、帯）を使用すること。柔道衣は白色のみを使用し、背部に下記要領でゼッケンを各自で縫い付けること。
（２）ゼッケンのない者は出場できない
（３）紅白の認識帯は各自で準備すること。

９　表彰 　　各級の優勝者から第 3 位まで表彰する。

１０　九州大会出場権
男子 各階級　優勝者、準優勝者、（補欠３位）
女子 各階級　優勝者、準優勝者、（補欠３位）
＊上記各２名に大分県代表として令和7（2025）年度九州ジュニア柔道体重別選手権大会の出場権を与える。

１１ 計量　　　大会前日（６月７日）
仮計量      　１５：３０～１６：３０
公式計量　　　１６：３０～１７：３０

なお、大会前日に計量を行うことができなかった者やできない者は、申し込み時に必ず連絡をし、大会当日に上記試合会場において８：４５～９：１５までの間に計量を行うことができる。しかし、前日計量で失格となった者は、大会当日に再度の計量を行うことはできない。
１２　参加料　　選手１名につき 1,500 円とする。（保険料を含む）

１３　組合せ  　強化委員長立ち合いにより事務局で行う。５月下旬頃 県柔連ＨＰ上で発表。

１４　申込み　　担当者　大分県柔道連盟 事務局　生野大資
TEL　080-4311-7226　　　　メール　shouno-daisuke@oen.ed.jp
申込期限　2025年5月23日（金）必着。
※ 申込みは、メールでお願いします。

１５　脳震盪対応について
（1） 大会１カ月以内に脳震盪を受傷した者は、脳神経外科の診察を受け、出場の許可を得ること。
（２） 大会中、脳震盪を受傷した者は、継続して当該大会に出場することは認めない。(受傷した時点で、必ず専門医を受診すること。)
（３） 練習再開に際しては、脳神経外科の診断を受け、許可を得ること。
（４） 当該選手の指導者は大会事務局及び全柔連に対し、書面により事故報告書を提出すること。

１６　 皮膚真菌症（トンズランス症候群）
皮膚真菌症（トンズランス症候群）については、貴所属の責任において必ず確認し、感染が判明した選手については、迅速に医療機関において的確な治療をおこなうこと。もし、選手に皮膚真菌症の感染が発覚した場合は、本大会への出場ができない場合もある。

１７　その他　　（１）主催者で出場選手は傷害保険に加入する。
（２）負傷者の処置について、主催者側において応急処置は行うが、事後の責任は負わない。

